
11 広報ごぼう 令和２年９月号

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ
　 １日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　 ８日（第２火曜日）
　29日（第５火曜日）
◇燃えないごみ
　15日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　22日（第４火曜日）
☆ごみの分別で分からないことがあ
　る場合は、環境衛生課までお問い
　合わせください。

　　
８
月
下
旬
か
ら
９
月
上
旬
に
か

け
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使

用
し
た
場
合
、
１
か
月
の
自
己
負

担
額
が
２
０
０
円
以
上
軽
減
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
方
を
対
象
に

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
使
用
促
進

の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
患
者
負
担
の
軽
減
や
医
療
保
険

財
政
の
改
善
の
た
め
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

※

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

　
り
替
え
を
強
制
す
る
も
の
で
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。

※

お
薬
に
よ
っ
て
は
、
ジ
ェ
ネ

　
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

　
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま

　
す
。

　
　
か
か
り
つ
け
の
医
師
又
は
薬

　
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
８
８

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
を
対
象
に
、
１
日
人
間
ド
ッ

ク
の
費
用
助
成
を
行
い
ま
す
。
希

望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
期
間
内
に

国
保
年
金
課
の
窓
口
に
お
い
て
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

対
　
本
市
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

　
度
の
被
保
険
者
で
、
保
険
料
の

　
未
納
が
な
い
方
。

※

受
診
日
時
点
に
お
い
て
も
、
同

　
様
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

実
施
期
間

　
令
和
２
年
10
月
〜
令
和
３
年
２
月
末

費
　
本
人
負
担
額
　
８
，
０
０
０
円

（
検
診
費
用
３
５
，
７
０
０
円
の

　
う
ち
、
２
７
，
７
０
０
円
が
助

　
成
さ
れ
ま
す
。
）

受
診
医
療
機
関

　
健
診
セ
ン
タ
ー
・
キ
タ
デ

（
御
坊
市
湯
川
町
財
部
７
３
３
番
地
１
）

定
　
47
名
（
先
着
順
）

申
請
期
間

　
令
和
２
年
９
月
１
日
〜
９
月
15
日

必
要
な
も
の

　
印
鑑

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　
２
０
２
０
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

　
健
康
診
査
受
診
券

（
健
康
診
査
受
診
券
は
令
和
２
年

　
５
月
末
に
発
送
し
て
い
ま
す
。)

※

申
込
さ
れ
た
方
に
は
、
後
日
通

　
知
書
を
送
付
致
し
ま
す
。
「
承

　
認
通
知
書
」
が
届
い
た
方
は
、

　
実
施
期
間
内
に
受
診
し
て
い
た

　
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

　
同
封
の
「
利
用
券
」
を
ご
確
認

　
の
う
え
、
受
診
医
療
機
関
に
お

　
い
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

運
動
重
点

　
○
子
供
を
始
め
と
す
る
歩
行
者

　
　
の
安
全
と
自
転
車
の
安
全
利

　
　
用
の
確
保

　
〇
高
齢
運
転
者
等
の
安
全
運
転

　
　
の
励
行

　
〇
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事

　
　
故
防
止
と
飲
酒
運
転
等
の
危

　
　
険
運
転
の
防
止

　
ま
た
、
期
間
中
の
９
月
23
日（
水
）

10
時
30
分
か
ら
オ
ー
ク
ワ
ロ
マ
ン

シ
テ
ィ
前
に
お
い
て
街
頭
啓
発
活

動
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
日
没
時
間
が
早
ま
る
秋
の
夕
暮

れ
時
は
、
帰
宅
等
の
時
間
と
重
な

り
、
例
年
、
交
通
事
故
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
運
転
者
は
早
め
に
ラ

イ
ト
（
前
照
灯
）
を
点
灯
し
、
歩

行
者
に
あ
っ
て
は
反
射
材
や
ラ
イ

ト
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　問
　
防
災
対
策
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

                         

　　
現
在
、
御
坊
市
農
水
産
業
継
続

支
援
事
業
に
お
い
て
農
漁
業
者
の
方

対
象
の
ク
ー
ポ
ン
券（
３
万
円
分
）の

交
付
申
請
を
受
け
付
け
し
て
い
ま
す

が
、
受
付
期
間
が
令
和
２
年
９
月
30

日
必
着
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
期

間
内
に
申
請
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
農
水
産
業
継
続
支
援

　
　
ク
ー
ポ
ン
券
事
務
局

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
３
０
１

　　
９
月
21
日（
月
）か
ら
30
日（
水
）

ま
で
の
10
日
間
、
秋
の
全
国
交
通

安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
９
月
30
日
（
水
）
は
交
通
事

故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
で
す
。

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り　　

環境衛生課
☎０７３８-２３-５５０６

　廃棄物の処理及び清掃に関する法
律により、ごみをドラム缶や簡易な
焼却炉で屋外焼却（野焼き）するこ
とは禁止されています。悪質な場合
は罰則が与えられることもあります
ので、注意してください。
　例外的に農業や風俗慣習等の行事
等に伴うものに限り、野焼きが認め
られる場合もありますが、ごみを焼
却することは禁止であり、苦情があ
った場合は指導の対象となります。
※ごみは市の指定袋に入れ分別を徹
　底し、指定の場所に決められた曜
　日に出すようにしましょう。

野焼きの禁止
について

◇平日
　８：30～16：20
・当日｢許可証｣発行
・許可証発行受付は１６時まで
◇休日【９月20日（日）】
　８：30～11：30
・１週間前から「許可証」発行
※許可証は市役所で発行します。

御坊広域清掃センター
「直接持込」

　

ステーションステーション

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

《
人
間
ド
ッ
ク
》
募
集
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

　
　さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

御
坊
市
農
水
産
業
継
続
支
援

ク
ー
ポ
ン
券
申
請
期
間
に
つ
い
て


